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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

都市整備部 建築住宅課 

２ 監査実施日 

  令和３年５月３１日 

３ 監査結果の公表日 

  令和３年６月３０日（平塚市監査委員公表第８号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務については、OA 機器関係

委託料において、契約書に定めた業

務履行開始前に必要とされる受注者

が市に対して行う業務責任者の通知

が確認できなかったので、平塚市契

約規則等に則り、契約書記載事項等

を再度確認し、今後の事務執行にあ

たり適正な措置を講じられたい。 

また、契約事務に係る指摘が続い

ていることから、契約内容を着実に

履行されるよう併せて指導を徹底さ

れたい。 

 

 

（１）  平塚市契約規則等に則り、契約約款 

第５条第３項に定められている「業務

責任者の通知」につきまして、提出書

類のチェックリストを定め、発注者・

受注者双方で履行開始前に確認を行

い、適正に事務執行するようにいたし

ます。 

    また、契約事務に係る指摘事項につ

きましては、担当内への周知や措置方

法などの事務引継を確実に行い、契約

内容が着実に履行できるようにいた

します。 

 

 



１ 監査実施対象課 

社会教育部 社会教育課 

２ 監査実施日 

  令和３年５月３１日 

３ 監査結果の公表日 

  令和３年６月３０日（平塚市監査委員公表第８号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

その他 

（要望事項） 

（１） 埋蔵文化財は市民共有の財産であ

り、その出土遺物等の保管について、

事業の特性上対象は増加傾向にあ

り、市としても苦慮していることは

承知している。 

しかしながら、保管場所等には限

りがあり、平塚市公共施設等総合管

理計画において新たな機能を持った

施設は、原則として建設しないとし

ていることから、関係法令の趣旨を

踏まえ、将来を見据え効率的かつ効

果的な保管方法や、整理（処分を含

む）の在り方について、公共施設の

有効活用の視点も含めた実現可能な

最善策を早急に検討されたい。 

 

 

（１）  平塚市公共施設等総合管理計画に

基づく平塚市公共施設等個別施設計

画において、出土遺物を管理・保管す

る施設の再編について、令和３年から

令和５年までの３年間で検討するこ

とになっています。今後は、この計画

に基づき出土遺物等の保管方法や施

設の再編について、関係各課と検討を

行います。また、出土遺物等の取扱い

については、「出土品の取扱いについ

て」（文化庁次長通知）及び「神奈川

県内における出土品の取扱要領」（神

奈川県教育委員会通知）に示された基

準に基づき適切に保存・管理するとと

もに、その活用に努めます。 

 

１ 監査実施対象課 

社会教育部 博物館 

２ 監査実施日 

  令和３年５月３１日 

３ 監査結果の公表日 

  令和３年６月３０日（平塚市監査委員公表第８号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務については、随意契約に

よりリーフレットを追加印刷した

際、平塚市契約規則に定める条項の

 

 

（１）  契約事務を行う際は、その都度、平 

塚市契約規則を確認し、適切な条項を

適用するよう、徹底します。 



適用誤りがあったので、平塚市契約

規則等に則り事務処理の方法を再度

確認し、今後の事務執行にあたり適

正な措置を講じられたい。 

また、担当者以外の職員により、適

用した条項について、誤りが無いよう

再度確認を行います。 

 

     以 上   


